






製品火災に係る消防機関と（独）製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）の情報共有及び連携のスキーム図

火 災 発 生

行政機関の重大事故等情報通知義務
（消費者安全法第12条第1項）

報告・照会消防機関

消防庁 経済産業省

「製品火災に係る報告について」
（平成21年4月14日消防予第154号、
消防技第16号、消防特第67号）

重大事故等情報の提供
（消費者安全法第13条第2項）

照会・対応等

「電気用品及び燃焼機器の火災等の事故に係る関係機関との協力について」
（平成21年9月1日消防技術政策室長事務連絡）

(独)製品評価

技術基盤機構
（ＮＩＴＥ）

「製品火災報告に係る
事案以外の事案」※

「製品火災報告
に係る事案」

製造事業者等の事故報告義務
（消費生活用製品安全法第

35条第1項）

製造事業者等

消費者庁

直接情報収集

〔例〕

連携窓口

連携窓口

照会・対応・調査協力等

（個人情報保護に関する規定、火災調査に係る業務等への支障を生じない限りにおいて）

消費者庁 経済産業省

消防機関
(独)製品評価

技術基盤機構
（ＮＩＴＥ）

安全性に関する技
術上の調査の指示
（消費生活用製品安
全法第36条第4項）

安全性に関する技術
上の調査の指示

（消費生活用製品安
全法第36条第4項）

重大製品事
故と認識 ※

通知

通知

指示

提供
指示

安全性に関する技術上の調査
（消費生活用製品安全法第36条第4項）

安全性に関する技術上の調査
（消費生活用製品安全法第36条第4項）

報告内容の通知
（消費生活用製品安全法

第35条第3項）

報告

別添

連絡等

調査協力等 （消防庁経由にて消防機関に連携依頼）

連携窓口

連携窓口

火災原因調査
（消防法第31条）

火災原因調査
（消防法第31条）

消防庁報告
（情報提供） ※ 消防機関の判断と製造事業者等の認識が一致しないケースがあり得る

（消費生活用製品安全法第2条第6項関係）


